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(57)【要約】
【課題】従来よりも優れた耐熱性、耐湿性を有する色調
補正フィルム及びこれを用いてなる機能性フィルムを提
供する。
【解決手段】ノルボルネンとエチレンの共重合体である
環状オレフィン系樹脂成分１００に対し、ブルーイング
成分１０１を少量分散して色調補正フィルム１を作製す
る。当該色調補正フィルム１を基材フィルムとし、その
表面にガスバリア層１０を形成したガスバリアフィルム
２を作製する。或いは前記基材フィルムの表面に透明導
電膜２０を形成した透明導電膜付フィルム３を作製する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノルボルネンとエチレンの共重合体である環状オレフィン系樹脂成分に対し、ブルーイ
ング成分を添加してなる
　ことを特徴とする、色調補正フィルム。
【請求項２】
　前記環状オレフィン系樹脂は、ノルボルネンとエチレンとの共重合比率が８０：２０～
９０：１０であり、
　メルトボリュームレートが０．８～２．０ｃｍ３／１０分の条件で形成されている
　ことを特徴とする、請求項１に記載の色調補正フィルム。
【請求項３】
　リタデーションが１００～１５０ｎｍであることを特徴とする、請求項１または２に記
載の色調補正フィルム。
【請求項４】
　基材フィルムの少なくとも一方の表面に無機膜が形成され、
　前記基材フィルムが請求項１～３に記載の色調補正フィルムを含んで構成されている
　ことを特徴とする、機能性フィルム。
【請求項５】
　前記無機膜が透明導電膜である
　ことを特徴とする、請求項４に記載の機能性フィルム。
【請求項６】
　前記無機膜がガスバリア層である
　ことを特徴とする、請求項４に記載の機能性フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、色調補正フィルムに関し、特に有機ＥＬ、電子ペーパー、太陽電池、タッチ
パネル等に用いられるガスバリアフィルムや透明導電膜付フィルム等の機能性フィルムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂フィルムを基材とし、これに所定の無機膜を形成してなる機能性フィルムが知られ
ている。
　このうち、酸素や水分等のガスの透過を防止するフィルムとして、ガスバリアフィルム
がある。代表的なガスバリアフィルムは、透明な樹脂フィルムからなる基材を用い、柔軟
性を確保するとともに、基材表面に所定の無機膜を形成して構成される。ガスバリアフィ
ルムは、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ）等のフラット
ディスプレイパネル（ＦＰＤ）の表面に配設され、透過光として表示画像を外部に取り出
すとともに、液晶層や発光層が大気中の水分（水蒸気）や酸素成分と触れて劣化するのを
防止する。また、電子ペーパーの構成要素や太陽電池の発電要素を保護するために利用さ
れることもある。
【０００３】
　一般にガスバリア特性として、ガラス並みの水蒸気透過率（１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙ
）の要求等を満たすのは困難であり、優れたガスバリア特性を得るために開発がなされて
いる。例えばスパッタリング法等の真空成膜法を用い、ＳｉＯｘ、ＳｉＯｘＮｙ（ｘ、ｙ
は任意の数）などの組成からなる薄い無機膜（無機酸化物膜）を基材フィルムに形成した
ガスバリアフィルムが開発されている（例えば特許文献５）。
【０００４】
　このような無機膜は、膜中の酸素含有量を減少させた膜質にすると、ガスバリア特性の
向上がみられる。一方、酸素含有量を若干低減させると、機能性フィルム全体の透過光に
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おいて、比較的短波長（ブルーイング成分）の波長吸収が起こり、色目の黄色が強くなる
傾向がみられる。ＣＩＥ表色系で言えば、ｂ＊値が正値の方向に増加する。このようにガ
スバリア特性と色目安定性とはトレードオフの関係にある。
【０００５】
　一方、別の機能性フィルムとして、透明な樹脂フィルムの表面にＩＴＯ、ＩＺＯ等の金
属酸化物からなる透明導電膜を所定のパターンで配設した透明導電膜付フィルムが知られ
ている。当該フィルムは、例えば抵抗膜式タッチパネルの構成要素に用いられ、上記ＦＰ
Ｄの表示面上に重ねて使用される。この透明導電膜付フィルムにおいても、金属酸化物中
の酸素含有量を若干低減されると導電性が向上するが、同時に透明導電膜が黄変を生じ、
機能性フィルム全体の透過光の色目が黄色に変色する。これにより、ディスプレイの表示
画像を良好に外部に取り出すことができない。
【０００６】
　そこで、このような機能性フィルムにおける黄変を改善する方法として、従来から基材
フィルムに青色インクを添加したり、青色フィルムを積層することにより方法が知られて
いる。これにより、透過光の波長バランスを整える工夫がなされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第３２５４２４９号
【特許文献２】特開平５－１００１０３号公報
【特許文献３】特開２００３－１０５２２７号公報
【特許文献４】特開２００７－５６１７９号公報
【特許文献５】特開２００９－１９０１８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　現在、機能性フィルムについては、当該フィルムを配設するディスプレイの使用環境や
製造工程中の温度環境の条件により、耐熱性、耐湿性の向上が要求されている。
　特にカーナビゲーションシステムの液晶ディスプレイに対してガスバリアフィルムを用
いたり、当該ディスプレイにタッチパネルを配設する際には、車内環境によって比較的高
い温度や湿度に曝される場合がある。このような条件下においても良好な画像表示特性を
維持するためには、従来よりも耐熱性、耐湿性に優れ、画像表示を損なわない透明性を有
する機能性フィルムを用いる必要がある。
【０００９】
　本発明は以上の課題に鑑みてなされたものであって、従来よりも優れた耐熱性、耐湿性
を有する色調補正フィルム及びこれを用いてなる機能性フィルムを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明は、ノルボルネンとエチレンの共重合体である環状オ
レフィン系樹脂成分に対し、ブルーイング成分を添加してなる色調補正フィルムとした。
　ここで前記環状オレフィン系樹脂は、ノルボルネンとエチレンとの共重合比率が８０：
２０～９０：１０であり、メルトボリュームレート（ＭＶＲ）が０．８～２．０ｃｍ３／
１０分の条件で形成することもできる。
【００１１】
　また本発明は、基材フィルムの少なくとも一方の表面に無機膜が形成され、
　前記基材フィルムが上記した本発明の色調補正フィルムを含んで構成されている機能性
フィルムとした。
　ここで、前記無機膜を透明導電膜とすることもできる。
　或いは、前記無機膜をガスバリア層とすることもできる。
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【発明の効果】
【００１２】
　以上の構成を有する本発明の色度調整フィルムは、ノルボルネンとエチレンの共重合体
である環状オレフィン系樹脂成分に対し、ブルーイング成分を添加して構成されている。
この環状ポリオレフィン系樹脂成分は、従来のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、
（ポリエチレンナフタレート）ＰＥＮ等の樹脂に比べて耐熱性、耐湿性及び透明性の各特
性のバランスが優れている。従って、当該樹脂成分を用いた色度調整フィルムでは、その
全体においてこれらの諸特性が発揮される。
【００１３】
　その結果、本発明の色度調整フィルムにおいては、比較的高温・多湿環境においても安
定した色度調整効果が維持され、高い信頼性を実現できる。特に本発明の色度調整フィル
ムは可視光透過率が高く、ディスプレイの画像表示性能の低下を最小限に留めることが可
能である。従って、外光の入射が顕著で、且つ、夏場などに高温・多湿環境に長期間曝さ
れる可能性のあるカーナビゲーションシステムのＬＣＤへの応用や、当該ディスプレイに
配設するタッチパネルの構成要素として利用する場合に、極めて効果を期待できる。
【００１４】
　また、このような本発明の色度調整フィルムを用いた本発明のガスバリアフィルムや透
明導電膜付フィルム等の機能性フィルムでは、無機膜中の酸素含有量を低減して黄変を生
じたとしても、幅広い温度範囲及び湿度範囲に亘り、良好な色調特性を得ることとができ
るとともに、当該機能性フィルムを配設したディスプレイの画像表示性能やタッチパネル
特性を効果的に維持することができ、ディスプレイやタッチパネルの長寿命化を期待でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１に係る色調補正フィルムの構成を示す模式断面図である。
【図２】本発明の樹脂成分１００で構成したフィルムと、従来のＰＥＴフィルム、ＰＥＮ
フィルムの各可視光透過率を示すグラフである。
【図３】色調補正フィルムの製造工程を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係るガスバリアフィルムの構成を示す模式断面図である
。
【図５】本発明の実施の形態３に係る透明導電膜付フィルムの構成を示す模式断面図であ
る。
【図６】色素Ａを用いた場合の色調補正の効果を示す、可視光波長と透過光の関係につい
てのグラフである。
【図７】色素Ｂを用いた場合の色調補正の効果を示す、可視光波長と透過光の関係につい
てのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　＜実施の形態１＞
（色度調整フィルムの構成）
　図１に、本発明の実施の形態１に係る色度調整フィルム１の模式断面図を示す。
　色度調整フィルム１は、主成分である樹脂成分１００に対し、ブルーイング成分１０１
を分散させて構成されている。膜厚は２０～３００μｍが好適であり、さらに４０μｍ～
２００μｍの範囲が強度及び可視光透過率の観点で好ましい。膜厚が薄すぎると強度が不
足する。膜厚が厚過ぎると可撓性及び可視光透過率が低下する。従ってフィルム強度が十
分であれば過度に厚くする必要はなく、ここでは一例として膜厚を１００μｍとしている
。
【００１７】
　各成分の混合比率としては、樹脂成分１００とブルーイング成分１０１の重量比を８０
：１０～９０：１０の範囲とするのが好適である。
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　樹脂成分１００は、エチレン－ノルボルネン共重合体からなる環状オレフィン系樹脂で
ある。
　なお、本発明のエチレン－ノルボルネン共重合体は市販品を利用することができる。例
えばＴＯＰＡＳ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ社製の製品「ＴＯＰＡＳ」等を挙
げることができる。
【００１８】
　エチレン－ノルボルネン共重合体の吸水率（２３℃／２４時間）としては、通常は０．
００５％～０．１％の範囲が好ましい。吸水率が０．１％を超えると、色度調整フィルム
の寸法安定性が低下する傾向にあるため留意する。
　また、エチレン－ノルボルネン共重合体の屈折率は、通常は１．４９～１．５５程度で
あり、光線透過率は９３．０～９０．８％程度である。
【００１９】
　ブルーイング成分１０１は、一般的な顔料或いは染料（例えば銅フタロシアニン系の顔
料であるＢＡＳＦジャパン株式会社製　Ｋ６９１１Ｄ（ＦＰ）のようなブルーイング材料
）を用いることができる。これら顔料、染料は有機系、無機系のいずれであってもよい。
また、１種以上の顔料や染料を混合して用いることもできる。顔料としては例えばＮａ６

Ａｌ６Ｓｉ６Ｏ２４Ｓ４系等の群青、シアニンブルー、コバルトブルー、酸化燐酸コバル
ト、キナクリドン系、アゾ系顔料を例示できる。ここで市販品として、ブルーイング成分
を樹脂材料と混合してなるペレットが存在するが、このようなペレットを前記樹脂成分と
混合し、加熱溶融させた後、押し出し成型することも可能である。
【００２０】
　なお、色度調整フィルム１には、上記樹脂成分及びブルーイング成分のほか、紫外線吸
収剤、アンチブロッキング剤、滑剤、静電気防止剤、安定剤等、従来より用いられている
公知の添加剤を適量添加することもできる。
　また色度調整フィルム１には、表面の濡れ性及び接着性を向上させるために、フレーム
処理、紫外線照射処理、コロナ放電処理、プラズマ処理、ＣＣＶＤ（イトロ）処理、プラ
イマー処理、化学薬品処理、賦形処理等の表面処理を行うこともできる。コロナ放電処理
及び紫外線照射処理については、空気中、窒素ガス中、希ガス中等で行うことができる。
このような表面改質処理によって、環状オレフィン系樹脂フィルム表面の濡れ張力を、４
５０μＮ／ｃｍ（２３℃）以上とすることが好ましく、５００μＮ／ｃｍ（２３℃）以上
とすることがより好ましい。
（色度調整フィルム１の効果について）
　以上の構成を有する色度調整フィルム１は、ノルボルネンとエチレンの共重合体である
環状オレフィン系樹脂成分１００に対し、ブルーイング成分１０１を添加（少量分散）し
て構成されている。具体的に樹脂成分１００は、ガラス転移温度が１７０～２００℃であ
り、従来のＰＥＴ（１１０℃）、ＰＥＮ（１５５℃）等に比べて良好な耐熱性を有してい
るほか、耐湿性及び透明性の各特性を優れたバランスで有しており、色度調整フィルム１
全体においてもこれらの諸特性が発揮される。
【００２１】
　その結果、色度調整フィルム１の使用時には、比較的高温・多湿環境においても安定し
た色度調整効果が維持され、高い信頼性を実現できる。樹脂成分１００が高温や湿度によ
る変質を起こしにくいため、樹脂成分１００の変質に伴ってブルーイング成分１０１が変
質する問題も良好に防止でき、信頼性の向上を一層期待できる。具体的に樹脂成分１００
は、吸水率が０．０１％と非常に低く、従来のＰＥＴ(吸水率０．３％)、ＰＥＮ（吸水率
０．３％）に比べて高度な耐湿性を期待できる。
【００２２】
　また、色度調整フィルム１は樹脂成分１００の可視光透過率が高いため、ブルーイング
処理を行っても十分な可視光を透過できる。このため、ディスプレイの表面に設けても、
画像表示性能の低下（特に輝度低下）を最小限に留めることが可能である。
　このような特性を有する色度調整フィルム１は、外光の入射が顕著であり、且つ、夏場
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などに高温・多湿環境に長期間曝される可能性のあるカーナビゲーションシステムのＬＣ
Ｄへの応用や、当該ディスプレイに配設するタッチパネルの構成要素として利用する場合
に、極めて高い効果を期待できるものである。
【００２３】
　ここで図２は、本発明の樹脂成分１００で構成したフィルムと、従来のＰＥＴフィルム
、ＰＥＮフィルムの可視光波長近辺の透過スペクトル（分光透過率）を示すグラフである
。当図に示されるように、樹脂成分１００（図中の「ＣＯＣ」）の光線透過率は、従来の
ＰＥＴ、ＰＥＮ等の樹脂に比べて格段に優れている。このためフィルム１では、ブルーイ
ング成分１０１を比較的多く添加しても、同量のブルーイング成分１０１を添加したＰＥ
Ｔ、ＰＥＮ等を用いてなる従来の色度調整フィルムに比べて可視光透過率が高い。従って
色度調整フィルム１は、ブルーイング成分１０１の添加範囲について幅広い設計自由度を
有しており、要求に合わせてブルーイング成分１０１の細かな濃度調整を図ることができ
る。この点においても、色度調整フィルム１は高い効果を奏するものである。
【００２４】
　（その他の構成について）
　なお、色度調整フィルム１では、主成分である樹脂成分１００中にブルーイング成分１
０１を分散した構成としているが、エチレン－ノルボルネン共重合体からなる環状オレフ
ィン系樹脂フィルムの上に、ブルーイング成分を粘着層材料に分散させてなる、厚さ数μ
ｍ程度のＵＶカット粘着層（ＰＳＡ層等）を設けた構成の色度調整フィルムとしても、一
定の可視光透過率及び耐熱性、耐湿性を期待できると思われる。図１（ｂ）は、このよう
なフィルム１Ｘの構成を示す模式断面図である。当図中、１０２はＵＶカット粘着層を示
す。
【００２５】
　但し、一般的にＵＶカット粘着層１０２の厚みは薄いため、当該層へのブルーイング成
分１０１の添加量をそれほど多くできないほか、比較的大量にブルーイング成分１０１を
投入すると、可視光透過率が大きく低下したり、粘着性が損なわれ、粘着材料を塗工でき
ない等の点に留意すべきである。
（色度調整フィルムの製造方法例）
　次に、色度調整フィルムの製造方法を例示する。図３に示すように、プロセスとしては
、樹脂及び青色ペレットの準備工程、材料の混合・押し出し工程、ロール工程を順次経る
。
【００２６】
　［粉砕・混合工程］
　まず、ブルーイング成分を含むペレットを用意し、これを凍結粉砕する。このパウダー
を環状オレフィン共重合体樹脂成分のパウダー（樹脂成分を含むペレットを粉砕したもの
）と、得たい色調となる比率で混合する。この混合物をペレタイザーによってペレット化
する。
【００２７】
　これによりガラス転移温度が１７０～２００℃のブルーイングされた環状オレフィンの
付加（共）重合体を得ることができる。
　なお、ノルボルネンの重量比率が８０％以下になると、１７０℃以上の高いガラス転移
温度が得られない。またエチレンの重量比率が１０％以下になると、得られるフィルムの
強度が弱くなり、必要な後加工（コーティング、薄膜形成等）工程に耐えることができな
い。従ってエチレン、ノルボルネンの重量比率には注意が必要である。この点について、
エチレンとのノルボルネンの重量比率を変更した場合の耐熱評価データを表１に示す。評
価方法としては、Ａ５サイズ（１４８ｍｍ×２１０ｍｍ）にフィルムをカットした後、各
温度条件に設定された熱風循環炉の中に３０分間入れて、フィルムの変形の有無を調べた
。なお、フィルムは４隅に立てたピンの上に置き、フィルムの中央部がだれて下がった場
合に、フィルムの軟化による変形が発生していると判断した。
【００２８】
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【表１】

　［押出成形工程］
　次に前記ペレットを用い、溶融押し出し法に基づき、メルトボリュームレート（ＭＶＲ
）が温度２６０℃、荷重２．１６ｋｇの条件での１０分当たりの吐出体積（ｃｍ３）が０
．８～２．０ｃｍ３／１０分となるように設定し、押し出し成型を行う。引っ張りロール
温度は１３０℃程度に調整する。
【００２９】
　なお、ＭＶＲが０．８ｃｍ３／１０分以下では、流動性が低く、原料製造時あるいはフ
ィルム製造時に成形機内の圧力が高くなりすぎて製造できない。またＭＶＲが２．０ｃｍ
３／１０分以上では、得られるフィルムの強度が弱くなり、必要な後加工（コーティング
、薄膜形成等）工程に耐えることができない。よって、適切なＭＶＲ値を用いるべきであ
る。この点について、各ＭＶＲ値での製造における官能試験を行い、得られたデータを表
２に示す。
【００３０】

【表２】

　［ロール成形工程］
　次に、上記押し出し工程を経た材料を２本の異なる周速の金属ロール間に通し、フィル
ム温度を１９０℃程度に保ったまま走行させて延伸し、延伸倍率２．０倍程度、最終膜厚
を所定値（２００～３００μｍ）に調整して巻き取る。
【００３１】
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　以上で、色度調整フィルム１を得ることができる。
　なお、その後色度調整フィルムの表面に対し、真空プロセス等により無機膜を形成すれ
ば、後述する実施の形態２、３の機能性フィルムを得ることができる。
　なお、ノルボルネンとエチレンとの共重合体からフィルムを得る方法は溶融押し出し法
に限定されず、例えば溶液流延法、カレンダー法等のいずれかを例示できる。またノルボ
ルネンとエチレンとの共重合体フィルムを延伸する手法も特に限定はなく、ロール延伸法
の他にテンタークリップ延伸法、圧延法等を例示できる。
【００３２】
　なお、フィルムを延伸して異方性を付与し、位相差フィルムを作製することもできる。
位相差フィルムは偏光板との組み合わせで用いられ、そのリタデーションは１００～１５
０ｎｍが好ましい。一方、このような延伸工程を行わずに等方性フィルムを作製すること
もできる。従って、得ようとするフィルムの特性に合わせて延伸工程の実施を選択すれば
よい。
［サンプルの作製］
　以下の手順で実施例１、２を作製し、収縮率（寸法変化率）を測定した。
【００３３】
　測定手順としては、まず１００×１００ｍｍのサイズに切り出したフィルムの４辺の長
さを０．００１ｍｍ単位で測長機にて測定した。次いで、測定したフィルムを１６０℃に
設定したオーブンに３０分間投入した。その後はフィルムをオーブンから取り出し、再度
フィルムの４辺の長さを０．００１ｍｍ単位で測長機にて測定することにより、加熱前後
の４辺の長さのそれぞれの変化量を求めた。サンプルフィルムは２枚ずつ測定し、ＭＤ方
向、ＴＤ方向それぞれの測定値の平均値を求め、収縮率とした。なお、値がマイナスの場
合は収縮を意味し、プラスの場合は膨張を意味する。
（実施例１）
　ノルボルネンとエチレンの共重合比率が８２：１８であり、ガラス転移温度１８０℃、
ＭＶＲ＝１．５の共重合体を用いた。溶融押出法にて樹脂温度３００℃、引取りロール温
度１３０℃で、厚みが１００μｍになるように処理することで、フィルムを作製した。
【００３４】
　次いでロール周速が７．０ｍ／ｍｉｎとロール周速が１４．０ｍ／ｍｉｎの２本の異な
る周速の金属ロール間を、フィルム温度を１９０℃に保った状態で走行させることにより
、延伸倍率２．０倍、フィルム厚み８６μｍ、リタデーション１３８ｎｍのフィルムを得
た。リタデーションは、王子計測機器製自動複屈折計　ＫＯＢＲＡ　２１-ＡＤＨで測定
した。
【００３５】
　得られたフィルムの１６０℃で３０分での寸法変化率はＭＤ＝－０．４６％、ＴＤ＝０
．２２％であった。
　得られたフィルムの強度は十分使用できるものであった。
（実施例２）
　ノルボルネンとエチレンとの共重合比率が、８２：１８であり、ガラス転移温度１８０
℃、ＭＶＲ＝１．５の共重合体を溶融押出法にて樹脂温度３００℃、引取りロール温度１
３０℃で、厚みが２００μｍになるようにフィルムを作製した。
【００３６】
　次いでテンタークリップ方式の延伸機にて、速度１．０ｍ／ｍｉｎ、延伸倍率２．０倍
、フィルム温度を１８５．５℃にて横延伸することにより、フィルム厚み９５μｍ、リタ
デーション１３８ｎｍのフィルムを得た。
　得られたフィルムの１６０℃で３０分での寸法変化率はＭＤ＝－０．０６％、ＴＤ＝－
０．１２％であった。
【００３７】
　得られたフィルムの強度は十分使用できるものであった。
　次に、本発明の別の実施の形態について、実施の形態１との差異を中心に説明する。
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＜実施の形態２＞
（ガスバリアフィルム２の構成）
　図４（ａ）は本発明の機能性フィルムの一例である、ガスバリアフィルム２の構成を示
す模式断面図である。
【００３８】
　ガスバリアフィルム２は、実施の形態１の色調補正フィルム１を基材フィルムとし、当
該フィルムの一方の面に、ガスバリア層１０を形成してなる。
　ガスバリア層１０は、少なくとも水蒸気および酸素に対する高いガスバリア性と、高い
光線透過性を有する層である。
　具体的にガスバリア層１０は、酸化物、酸窒化物、窒化物のうちの１種以上のケイ素化
物（ＳｉＯ２等のＳｉＯｘ系、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ等）を含む無機材料を用いて成膜される
。具体的な成膜方法としては、スパッタリング等の真空成膜法を例示できる。
【００３９】
　以下に、酸化珪素（ＳｉＯｘ）からなるガスバリア層の作製方法を例示すると、まず色
調補正フィルム１をスパッタリング装置の送り出しロールに装着する。そして下記成膜条
件にて、厚さ８０ｎｍの酸化珪素膜を形成し、ガスバリア層１０とする。
　[成膜条件]
　具体的な成膜条件として、１０－４Ｐａ台まで真空引きを行った後、アルゴンガスおよ
び酸素ガスを導入してＳｉターゲットを用いて反応性スパッタリングを実施した。
【００４０】
【表３】

　このように無機膜でガスバリア層１０を成膜する場合、膜厚は１０ｎｍ以上５μｍ以下
の範囲に設定するのが望ましい。ここでは一例として８０ｎｍに設定している。
【００４１】
　なお、水蒸気バリア性を高めるためには、膜厚を１μｍ以上に設定するのがさらに望ま
しい。
　なお、ガスバリア層１０の膜厚が厚すぎるとクラックが発生するおそれがあり、逆に薄
すぎると十分なガスバリア性を得にくいことがあるので留意すべきである。
　また、無機材料としてはこれ以外にもケイ素化物、アルミニウム、ジルコニウム、タン
タル、ニオブ、亜鉛、錫、インジウム化合物、の内のいずれか１種以上の酸化物、酸窒化
物、窒化物を挙げられる。
【００４２】
　ここで、ガスバリア層１０は無機膜のみで構成する場合に限定されない。すなわち、図
４（ｂ）に示すように、ガスバリア層１０と同じ構成及び成膜方法で構成された無機層１
１０Ａ、１１０Ｂと、所定の有機材料を含んでなる有機層１２０Ａ、１２０Ｂとを繰り返
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し積層した多段構造で構成してもよい。
　この場合、有機層１２０Ａ、１２０Ｂとしては、鉱酸（無機酸）、水及び有機溶剤の存
在下で重縮合する、主成分が直鎖状ポリマーよりなる公知樹脂（アクリル系樹脂やシリコ
ン系樹脂、エポキシ系樹脂等、各種公知の紫外線硬化樹脂材料や熱硬化型樹脂材料の一方
または両方）を用いるのが好適である。
【００４３】
　有機層１２０Ａ、１２０Ｂの成膜工程を例示する。
　まず前記樹脂材料を含む塗工液を用意する。公知塗工方式（ロールコート、グラビアコ
ート、ナイフコート、ダイコートやディッピング等）により塗工液を基材表面に塗布し、
溶媒を気化させた後、紫外線照射または加熱処理により硬化させて成膜する。最終的な有
機層１２０Ａ、１２０Ｂの膜厚としては０．１μｍ以上１０μｍ以下の範囲に設定するの
が好適で、１μｍ以上６μｍ以下の範囲に設定するのがさらに好適である。
【００４４】
　熱硬化型樹脂材料を用いた具体的方法を例示すると、ジエチルジエトキシシラン、エチ
ルトリエトキシシラン、テトラエトキシシランなどの有機シラン材料の一部加水分解、脱
水縮合させたものと、これに所定容量のフルオロシラン化合物あるいはメチル基、エチル
基等を有するオルガノシラン材料（オルガノシロキサン材料）を用意する。この材料に対
し、メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノールなどのアルコール系有機溶
媒、水、塩酸を配合させ、ゾルとして調整したものを塗料とする。この塗料をグラビアコ
ート法などのロールコーティング法で所定の最終膜厚となるように塗布する。塗布した塗
料について所定の加熱処理（熱硬化処理）を行い、乾燥させると、オルガノポリシロキサ
ンを含んでなる有機層１２０Ａ、１２０Ｂが得られる。
【００４５】
　（ガスバリアフィルム２の効果について）
　以上の構成を有するガスバリアフィルム２においても、実施の形態１の色度調整フィル
ム１と同様に、優れた耐熱性、耐湿性、高い可視光透過率等の諸特性が発揮される。
　このため、例えば無機層からなるガスバリア層１０を高温下で成膜したり、処理等する
際においても、ガスバリアフィルム２の熱損傷を抑制できる。
【００４６】
　さらに、ガスバリア層１０の構成要素である無機酸化物の酸素成分を低減させ、ガスバ
リア特性を向上させる場合、一方で黄変を生じる可能性があるが、この場合も基材フィル
ム（ここではフィルム１）中に添加されているブルーイング成分１０１の色調補正効果に
よって、最適な色目の可視光が安定して得られる。
　さらに、樹脂成分１００自体がＰＥＴ、ＰＥＮ等と同等以上の良好なガスバリア特性を
有しているため、ガスバリア層１０とともに良好なガスバリア特性を発揮できる。
【００４７】
　このような利点を有することで、ガスバリアフィルム２をディスプレイに適用する場合
には、ディスプレイ面の表示特性において、ＣＩＥ色度系のｂ＊値が過度に上昇すること
がなく、良好な画像表示性能を維持できる。また、ガスバリアフィルム２が優れたガスバ
リア特性を有することで、ＬＣＤの発光層等を外気と遮断して変質を防ぎ、ディスプレイ
全体の寿命特性を向上させることができる。
＜実施の形態３＞
（透明導電膜付フィルム３）
　図５（ａ）に本発明の機能性フィルムの一例である、透明導電膜付フィルム３の模式断
面図を示す。
【００４８】
　透明導電膜付フィルム３は、実施の形態１の色調補正フィルム１の一方の面に、透明導
電膜２０を形成してなる。
　透明導電膜２０は、公知の透明電極であって、１０～１５０ｎｍ程度の膜厚でスパッタ
リング法や真空蒸着法等の薄膜形成法を用い、所定のパターンで成膜されている。
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　ここではＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）膜として形成しているが、亜鉛、錫、インジ
ウムのいずれかを含む透明導電酸化物を利用できる。この透明導電酸化物としては、ＩＴ
Ｏ以外に、ＺｎＯ（酸化亜鉛）、ＡＺＯ（アルミドープ酸化亜鉛）、ＧＺＯ（ガリウムド
ープ酸化亜鉛）、ＩＷＯ（タングステンドープ酸化インジウム）、ＩＴｉＯ（チタンドー
プ酸化インジウム）、ＳｎＯ２（酸化錫）等を挙げることができる。
【００４９】
　透明導電膜２０は、上記したいずれかの透明導電酸化物からなる、単層構造または積層
構造とすることもできる。
　以上の構成を有する透明導電膜付フィルム３では、実施の形態１の色度調整フィルム１
と同様に、優れた耐熱性、耐湿性、高い可視光透過率等の諸特性を期待できる。
　従って、上記した薄膜形成法に基づき、透明導電膜をチャンバー内で成膜する場合に基
材フィルム（色調補正フィルム１）が加熱されても、熱損傷を防ぎ、良好に透明導電膜２
０を成膜できる。ここで一般に、透明導電膜２０は比較的高温状態で成膜すると、抵抗値
の低減を図ることができるが、基材フィルムの熱損傷が問題となる。これに対して耐熱性
に優れる色調フィルム１を利用することで、比較的高温での透明導電膜２０の成膜が可能
となり、優れた電気特性の透明導電膜付フィルム３を得ることができる。
【００５０】
　なお、抵抗値の低減のほかに、膜厚を増大させることで透明導電膜の低抵抗化が図れる
が、透明性に優れる色調補正フィルム１を利用することで、一定の可視光透過性を発揮で
きるメリットも有する。
（透明導電膜付フィルムの変形例）
　本発明の機能性フィルムに用いる基材フィルムは、実施の形態１の色調補正フィルム１
を含む積層体であればよく、当該色調補正フィルム１のみに限定されない。例えば色調補
正フィルム１の少なくとも一方の面にハードコート（ＨＣ）層を積層してなる基材フィル
ムを用いることもできる。
【００５１】
　ここで図５（ｂ）は、色調補正フィルム１の両面に、シロキサン系熱硬化型樹脂からな
るＨＣ層１０３Ａ、１０３Ｂをそれぞれ形成した基材フィルム１５を用い、ＨＣ層１０３
Ａの上面に透明導電膜２０を形成した構成を例示している。
　また、ガスバリア層１０、１０Ａの表面に対し、保護層（不図示）を設けることができ
る。この保護層は、基材フィルム１及びガスバリア層１０、１０Ａに対し、耐溶剤性（特
にトルエン、キシレン等に対する耐性）及び耐アルカリ性（エッチング処理等の工程適性
）を付与する目的で用いる層であって、１２０～１８０℃の加熱処理で熱硬化する熱硬化
型樹脂材料で構成される。具体的には、シロキサン系熱硬化型樹脂（ＨＣ剤）である日本
精化株式会社製の「ＮＳＣ－２４５１」を挙げることができる。
【００５２】
　さらに、基材フィルムの一方の面にガスバリア層及び保護層を順次形成し、他方の主面
に保護層のみを形成することもできる。このような工夫により、機能性フィルムの表面を
良好に保護する効果を期待できる。
　また、ガスバリア層および保護層を積層した上に、さらに透明導電膜を設けて、透明導
電膜付きのガスバリアフィルムとすることもできる。このような構成とすることで、有機
ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ）等のガスバリア電極フィルムとして利用できる。
＜性能確認試験＞
　続いて、本発明の性能確認試験を以下の手順で行った。
[サンプル作製方法]
　まず、実施の形態１に記載したフィルム作製方法に基づき、且つ、ブルーイング成分を
入れないで未処理基材を作製した。これを比較例１とした。
【００５３】
　この比較例１の片面に（スパッタリングにて膜厚８０ｎｍ）の条件で酸化珪素膜（Ｓｉ
Ｏｘ）を作製した、未処理基材（比較例２）とした。
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　次に、実施の形態１に記載した作製方法に基づき、ブルーイング成分として、色素Ａ（
ＢＡＳＦジャパン株式会社製　Ｋ６９１１Ｄ（ＦＰ））を（０．４％）の重量比で混合し
、フィルムを作製した。これを実施例３とした。
【００５４】
　また、実施の形態１に記載した作製方法に基づき、ブルーイング成分として、色素Ｂ（
ＢＡＳＦジャパン株式会社製　Ｋ７０９０（ＦＰ））を（０．４％）の重量比で混合し、
フィルムを作製した。これを実施例４とした。
　続いて、実施例３、４の各フィルムの片面に（スパッタリングにて膜厚８０ｎｍ）の条
件で酸化珪素膜（ＳｉＯｘ）からなる膜厚８０ｎｍのガスバリア層を作製し、それぞれ実
施例５、６とした。
【００５５】
　上記得られた比較例１、２、実施例３～６の各フィルムについて、分光測色計（コニカ
ミノルタ株式会社ＣＭ－３６００Ｄ）を用い、Ｄ６５光源、１０度視野の条件で色度成分
の測定を行った。また、ヘイズメーター（日本電色工業株式会社製　ＮＤＨ－５０００）
により、全光線透過率およびヘイズの測定を行った。
　この測定結果を表４、５に示す。
【００５６】
　また、分光光度計（日本分光株式会社製Ｖ－６７０／ＡＲＳＮ－７３３）を用いた分光
透過率の測定結果を図６、７のグラフに示す。
　図６の「未処理」は比較例１、「色調補正」は実施例３、「無機膜付未処理」は比較例
２、「無機膜付色調補正」は実施例５を示す。
　図７の「未処理」は比較例１、「色調補正」は実施例４、「無機膜付未処理」は比較例
２、「無機膜付色調補正」は実施例６を示す。
【００５７】
【表４】

【００５８】
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【表５】

[考察]
　上記実験結果では、まず表４の実施例３、４に示すように、色素Ａ、Ｂのいずれのブル
ーイング成分を添加しても、比較例１に比べ、ｂ*値がマイナス側に効果的に変化してい
る。これにより、実施例３、４では良好に青色の色目が付与されたことを確認できる。本
発明のブルーイング成分としては、一般的な染料、顔料を利用できると思われる。
【００５９】
　さらに、表５に示すように、ガスバリアフィルム（比較例２）ではガスバリア層の存在
により、ｂ*値は正の方向の数値を有し、黄色の色目特性を有している。これに対して実
施例５、６に示すように、色素ＡもしくはＢを添加すると、ｂ*値が低く抑えられ、色調
効果が発揮されていることを確認できる。
　なお、今回の実験では透明導電膜付フィルムは測定していないが、比較例２、実施例５
、６の結果を見ると、ほぼ同様の結果が得られるものと思われる。
【００６０】
　次に図６、７に示す測定結果を見ると、実施例５、６のいずれも色調補正の効果により
波長３５０～４５０ｎｍ付近の可視光の吸収が抑えられ、安定した可視光透過が実現され
ているのが確認できる。また実施例３、４、５、６のいずれについても、ブルーイング成
分を含まない比較例１、２と比べて可視光透過率の低下が小さく抑えられている。
　以上の結果から、本発明の優位性が確認された。
＜その他の事項＞
　本発明の色度調整フィルムは、実施の形態２、３に例示する機能性フィルムへの適用の
ほか、例えばＡＲ（反射防止）層を積層した反射防止フィルムとして用いることも可能で
ある。
【００６１】
　本発明の機能性フィルムでは、基材フィルムの一方の面に、実施の形態２に係るガスバ
リア層１０、他方の面に実施の形態３に係る透明導電膜２０をそれぞれ形成することも勿
論可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の色調補正フィルム及びこれを用いた機能性フィルムは、例えば有機ＥＬディス
プレイや液晶ディスプレイ等のＦＰＤの表面、または電子ペーパー、太陽電池に組み込ん
だり、携帯電話機やノート型パソコン等の電子機器用タッチパネル、或いは各種券売機、
キャッシュディスペンサーの表示面に配設する等、幅広い利用が可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　１、１Ｘ　　色調補正フィルム
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　２、２Ａ　　機能性フィルム（ガスバリアフィルム）
　３、３Ａ　　機能性フィルム（透明導電膜付フィルム）
　１０、１０Ａ　　ガスバリア層
　１５　　基材フィルム（ＨＣ層付）
　２０　　透明導電膜
　１００　　樹脂成分
　１０１　　ブルーイング成分
　１０２　　粘着層（ＰＳＡ層）
　１０３Ａ、１０３Ｂ　　ＨＣ層（紫外線硬化樹脂層）
　１１０Ａ、１１０Ｂ　　無機層
　１２０Ａ、１２０Ｂ　　有機層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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